
 
 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープー

ル、栗原市築館野球場、栗原市築館陸上競技場、栗原市築館体育センター、

栗原市築館多目的競技場並びに栗原市築館テニスコート 

指定管理者募集要項 
 

目    次 

１ 施設の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２ 管理の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

４ 指定の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

５ 利用料金に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

６ 管理運営に関する経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

７ 施設、設備の修繕について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

８ 火災保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

９ 損害賠償保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

１０ 応募資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

１１ 募集要項の配布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

１２ 現地説明会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

１３ 質問及び回答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

１４ 申請の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

１５ 選定の方法及び基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

１６ 指定管理者の指定及び協定の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

１７ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

１８ 問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

   参考資料 

    別紙１ 指定管理者の候補者の選定に係る審査基準 

   申請様式 

   ① 指定管理者指定申込書（手続規則様式第１号） 

   ② 現地説明会参加申込書（参考様式１） 

   ③ 質問書（参考様式２） 

   ④ 共同事業体協定書兼委任状（参考様式３） 

   ⑤ 団体概要調書（参考様式４） 

   ⑥ 事業計画書（参考様式５－１） 

   ⑦ 誓約書（参考様式６） 

   ⑧ 辞退届（参考様式７） 

   ⑨ 役員名簿（参考様式８－１、８－２） 

令和７年８月 

栗原市教育委員会社会教育課 



1 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、栗原市体育施設条例（平成１７年

栗原市条例第１２４号）及び栗原市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１７年栗原市条例第２７７号。以下「手続条例」という。）の規定に基づき、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター体育館、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、栗原市築館野球場、栗原市築館陸上競技場、

栗原市築館体育センター、栗原市築館多目的競技場並びに栗原市築館テニスコート（以下「本施設」

という。）をより効果的に運営することができる指定管理者を募集する。 

 

１ 施設の概要 

【栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館】 

（１）名  称 

   栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

（２）所 在 地 

宮城県栗原市築館字荒田沢４１番地２４１ 

（３）建物概要 

① 敷 地 面 積  ９,９８６．０㎡ 

② 延 床 面 積  １,１０２．０㎡ 

③ 構 造  鉄筋コンクリート造 

④ 階 数 規 模  １階 

⑤ 設置年月日  昭和５７年２月２５日 

（４）施設内容 

   アリーナ：７２６．１５㎡（２３．５ｍ×３０．９ｍ） 

バスケットボールコート１面、バレーボールコート２面 

会議室等：事務室、会議室、更衣室、トイレ、器具庫、機械室 

（５）付帯設備 

   駐車場：６１台収容 

 

【栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール】 

（１）名  称 

 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

（２）所 在 地  

宮城県栗原市築館字荒田沢４１番地２４１ 

（３）建物概要 

① 敷 地 面 積  ９，９８６.０㎡ 

② 施 設 内 容  ２５ｍ×６コース １面、幼児用 １面 

③ 設置年月日 昭和５７年２月２５日 

（４）付帯設備 

   管理棟：更衣室、シャワー、トイレ 

 駐車場：１４５台収容 

 

【栗原市築館野球場】 

（１）名  称 

 栗原市築館野球場 

（２）所 在 地  

宮城県栗原市築館字荒田沢４１番地２４１ 
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（３）建物概要 

① 敷 地 面 積  ２４，９１０．０㎡ 

② 面   数  メイン球場 1 面、サブ球場 1 面 

③ センターの長さ メイン球場 １１５.８２ｍ、サブ球場 ９８．４ｍ 

④ 両翼の長さ  メイン球場９２.２８ｍ、サブ球場レフト７９.６ｍ・ライト９０.２ｍ 

⑤ 設置年月日  昭和５３年度 

（４）付帯設備 

  スタンド（管理等）：事務室、会議室、救護室、トイレ、更衣室、シャワー室、器具庫 

            観客席 ４００席 

ナイター設備：鉄塔４基、灯数３６灯/基（メイン球場） 

駐車場：１０８台収容 

 

【栗原市築館陸上競技場】 

（１）名  称 

 栗原市築館陸上競技場 

（２）所 在 地  

宮城県栗原市築館字荒田沢４１番地２４１ 

（３）建物概要 

  ① 敷 地 面 積 ３８，０００.０㎡ 

② コ ー ス 全天候型走路８コース（第三種公認） 

  ③ 一周の長さ ４００ｍ 

④ 設置年月日 平成３年度 

（４）付帯設備 

補助競技場：ト ラ ッ ク 全天候型（直線路６コース、１５０ｍトラック５コース） 

      フィールド 全天候型（幅跳び助走路）、天然芝生 

管理棟：鉄筋コンクリート造２階 延べ床面積２６７.０㎡ 

１階：救護室、更衣室、シャワールーム、トイレ 

２階：競技役員控室２１㎡、会議室６４㎡ 

   メインスタンド：観客席１，００８席、放送室、役員室（半地下） 

駐車場：１０８台収容 

   その他：器具庫（西側）、器具庫（東側）、屋外トイレ、倉庫（補助競技場） 

       屋外トイレ 

 

【栗原市築館体育センター】 

（１）名  称 

 栗原市築館体育センター 

（２）所 在 地  

宮城県栗原市築館高田二丁目８番１２号 

（３）建物概要 

  ① 敷 地 面 積  ５，５０６.０㎡ 

  ② 延 床 面 積  １，３１２.０㎡ 

  ③ 構 造  鉄筋コンクリート造 

④ 階 数 規 模  １階 

  ⑤ 設置年月日  昭和５７年９月１日 
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（４）施設内容 

アリーナ：７８０㎡（２６．０ｍ×３０．０ｍ） 

バスケットボールコート１面、バレーボールコート２面 

会議室等：事務室、会議室（和室）、更衣室、トイレ、器具庫、ステージ 

（５）付帯設備 

   駐車場：６０台収容 

 

【栗原市築館多目的競技場】 

（１）名  称 

 栗原市築館多目的競技場 

（２）所 在 地  

宮城県栗原市築館高田二丁目８番１２号 

（３）建物概要 

  ① 敷 地 面 積 ９，２９６.０㎡ 

② 人工芝面積 ６，８０４.０㎡（ウォーターベース） 

１１人制ホッケーコート１面、６人制ホッケーコート３面 

  ③設置年月日 平成１２年９月２９日（平成３０年１月大規模改修） 

（４）付帯設備 

  管理棟：３８７．９２㎡ 鉄骨造２階建て 

会議室、更衣室、トイレ、シャワー室 

  観客席：１３１．７６㎡（４００席） 

倉 庫：８４．１４㎡ 

   ナイター設備：鉄柱８基、灯数１０灯/基 

   駐車場：１１７台収容 

 

【栗原市築館テニスコート】 

（１）名  称 

 栗原市築館テニスコート 

（２）所 在 地  

宮城県栗原市築館伊豆一丁目２番７号 

（３）建物概要 

  ① 敷 地 面 積 ２，８６７．０４㎡ 

② 施 設 概 要 砂入り人工芝コート ３面（内１面はゲートボール併用） 

  ③ 設置年月日 平成２７年９月１５日 

（４）付帯設備 

  その他：プレハブ倉庫２棟、屋外トイレ 

ナイター設備：ＬＥＤ投光器１８灯、鉄柱１２基 

  駐輪場：２０台収容 

 

２ 管理の基準 

  栗原市体育施設条例の規定によるもののほか、その他規則等で定める管理の基準に従って本施設 

の管理を行うものとする。 

（１）利用時間 

① 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館野球場、栗原市築館体育センター、栗原



4 

 

市築館多目的競技場 

  午前９時から午後１０時まで 

② 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

  午前９時から正午まで、午後１時から午後４時まで、午後５時から午後８時３０分まで 

  ※現在上屋膜体が破損しており、修繕の目途が立たないことから当分の間、午前９時から正

午まで、午後１時から午後５時までとする。 

③ 栗原市築館陸上競技場 

午前９時から午後５時まで 

④ 栗原市築館テニスコート 

  午前９時から午後９時まで 

ただし、市民サービスの向上及び施設の活性化の観点から、指定管理者が特に必要があると

認めるときは、市教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。 

 

（２）休業日  

① 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館陸上競技場、栗原市築館体育センター、

栗原市築館多目的競技場、栗原市築館テニスコート 

月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休

日」という。）に当たるときは、その翌日（その日が休日に当たるときは、その日後において

その日に最も近い休日でない日））及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

② 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

月曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日（その日が休日

に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日））及び９月１日から翌年

の６月３０日までの日 

③ 栗原市築館野球場 

月曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日（その日が休日

に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日））及び１２月１日から翌

年の２月末日までの日 

ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市教育委員会の承認を得て変更することができる。 

 

（３）個人情報の保護 

  管理業務を通じて取得した個人情報の取扱いは、次のとおりとする。 

① 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保

護法」という。）第６６条第２項第２号の規定により準用する同条第１項の規定により、公の施

設の管理の業務（以下「管理業務」という。）で取り扱う個人情報の保護に関し必要な措置を講

じなければならないこと。 

  規程を定める場合は、別紙「指定管理者の個人情報保護モデル規程」を参照すること。 

② 手続条例第１６条の規定により、個人情報の保護に必要な措置を講じること。 

③ 指定管理者及び管理業務に従事している者は、管理業務に関して知り得た個人情報をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。指定管理者の指定の期間が満了

し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後も同様とする。 

④ 指定管理者は、個人情報保護法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）その他の関係法令を遵守すること。 

⑤ 前各号に規定する事項のほか、管理業務で取り扱う個人情報の適正な取扱いを確保するため

の必要な事項を整備すること。 
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（４）情報公開 

   指定管理者は、栗原市情報公開条例（平成１７年度栗原市条例第７号。以下「情報公開条例」

という。）の趣旨に即して、本施設の管理に係る情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層

の公開に努めることとする。 

   規程を定める場合は、別紙「指定管理者の保有する情報の公開に関するモデル規程」を参照す

ること。 

（５）サービスの向上 

   指定管理者は、施設を清潔に保つとともに、利用者の安全確保とサービスの向上を図り、利用

者の増加に努めることとする。また、各種トラブル、苦情には迅速かつ適切に対応することとす

る。 

（６）指定管理者名の表示 

   当該施設が指定管理者により運営されていることを示すため、指定管理者と設置者としての市

の連絡先を施設内に表示することとする。 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）業務の範囲 

  ① 施設の利用許可、利用許可の取消しに関する業務 

  ② 施設の利用料金の徴収、免除及び返還に関する業務 

  ③ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

  ④ 運営に関する業務 

  ⑤ その他、市教育委員会が必要と認める業務 

なお、詳細については、別紙【栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋

センタープール、栗原市築館野球場、栗原市築館陸上競技場、栗原市築館体育センター、栗原市

築館多目的競技場並びに栗原市築館テニスコート指定管理業務仕様書】を参照すること。 

（２）指定管理者が行なうことができない業務 

   公の施設の利用に係る不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可等法令により地 

方自治体の長のみが行うことができる権限は、指定管理者は行うことができない。 

（３）業務の再委託の禁止 

   管理運営業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできない。ただし、清掃や設備

保守点検等個別の具体的業務については、市教育委員会と協議の上、第三者に委託することは可

能である。 

（４）ネーミングライツの導入 

   施設の知名度及び集客力の向上や市の自主財源の確保を図るため、市が施設の名称にネーミン 

グライツを導入する可能性があるが、導入に伴って指定管理者が行う業務内容等に変更が生じる 

場合は、指定管理者と市は業務内容等について別途協議を行うものとする。 

 

４ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

 

５ 利用料金に関する事項 

（１）利用料金制度の採用 

   施設の管理運営にあたっては、地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づき、利用に係る

料金は指定管理者の収入とする。 

   なお、利用料金については、指定管理者が消費税の適格請求書等保存方式に基づく適格請求書
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又は適格簡易請求書（インボイス）を交付することとし、必要な手続き等については指定管理者

が対応することとします。 

（２）利用料金の額 

   利用料金は、栗原市体育施設条例第１４条第４項の規定により、条例で定める金額を上限とし

て、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

（３）利用料金の免除 

   指定管理者は、栗原市体育施設条例第１４条第６項の規定により、利用料金の免除を行うこと 

とする。 

（４）利用料金以外の収入 

   自動販売機手数料、スポーツイベント等での出店料は指定管理者の収入とする（市民サービ 

スの維持・向上に資するための本来業務として位置づける）。 

   その他利用料金の対象とならない「教育財産目的外使用料」は市の収入となる。 

 

６ 管理運営に関する経費 

本施設の管理運営にあたり指定管理者の収入は、市が支払う指定管理料と施設の利用者が支払う 

利用料金及びその他の収入となる。「その他の収入」とは、指定管理者が市教育委員会の許可を得て

実施する自主事業等の収益をいう。 

（１）指定管理料 

   市は、指定管理を行う上で、その業務の対価として指定管理料を支払うことが適当と判断する

場合は、利用料金制度によるほか指定管理料を支払うものとする。 

   指定期間中における指定管理料の総額は、２３３，８３０，０００円（消費税および地方消費

税額を含む。）を上限とし、これを目安に事業計画書を作成すること。 

   なお、事業計画書の作成にあたっては、別紙収支決算書を参照すること。 

〇 指定管理料年度内訳 

年 度 指定管理料 指定管理料が変動する理由 

令和 ８ 年度 ４７，１５０，０００円 ・初年度に実施見込みのＢ＆Ｇ海洋

センター指導員資格取得の研修旅費

を含んでいるため。 

・車検費用を含んでいるため。 

令和 ９ 年度 ４６，７００，０００円 

令和１０年度 ４６，６４０，０００円 

令和１１年度 ４６，７００，０００円 

令和１２年度 ４６，６４０，０００円 

※ 指定管理料に含まれる人件費は、昇給分を考慮して積算した上で各年度を平準化してい 

ます。また、本施設の規模や職員数、管理運営業務の専門性や特殊性を踏まえ、管理職１ 

名分の費用を含めて積算しています。 

（２）指定管理料の支払い 

   指定管理料の支払いは、市と指定管理者で協議の上、協定で定めるものとする。 

（３）指定管理料の精算 

   利用料金収入の増加、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された余剰金につい

ては、原則として精算による返還を求めない。 

   また、利用料金収入の減など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、原則とし

て補填は行わない。 

（４）指定管理料の増額又は減額 

   指定管理料の額は、特段の事情がない限り変更しないこととする。 

   ただし、施設利用料等を改定した場合には、市と指定管理者で対応を協議するものとする。 
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７ 施設、設備の修繕について 

  維持修繕等の経常経費については指定管理者の負担とし、大規模改修費、経年劣化による機器取 

替等の資本的費用は市が別途負担するものとする。 

１件当たり１００，０００円までの軽微な補修、機器の取替えなどは、指定管理者の判断で実施

するものとする。また、１件当たり１００，０００円を超える修繕については、市教育委員会と協

議の上で実施するものとし、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とする。 

 

８ 火災保険 

  当該施設の建物災害保険は、市が加入する。 

  ただし、指定管理者の責めに帰すべき理由により市が損害を受けたときは、その賠償について請

求するものとする。 

 

９ 損害賠償保険 

指定管理者は、市が加入する「全国町村会総合賠償補償保険」の被保険者とみなされ、地方自治

法第２４４条の２第３項及び第４項に基づく指定管理業務を行う場合は、当該保険の賠償責任保険

の対象となる。ただし、指定管理者が行う自主事業については対象外となるため、指定管理者が自

主事業を実施する場合は、自らの負担で保険に加入するものとする。 

  また、指定管理者が、当該保険の支払限度額以上の補償を確保する必要があると判断する場合も、

自らの負担で保険に加入するものとする。 

市が加入する「全国町村会総合賠償補償保険」の加入内容については、別紙【栗原市築館Ｂ＆Ｇ

海洋センター体育館、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、栗原市築館野球場、栗原市築館陸上

競技場、栗原市築館体育センター、栗原市築館多目的競技場並びに栗原市築館テニスコート指定管

理業務仕様書】を参照すること。 

 

１０ 応募資格 

（１）次の条件を満たす、法人その他団体（個人は不可）に限る。 

 ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこ

と。 

  ② 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開

始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項の規定に基

づく破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

  ③ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがない者である

こと。 

  ④ 栗原市有資格業者に対する指名停止要領の規定による指名停止の期間中でない者であること。 

  ⑤ 栗原市市税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していない者であること。 

  ⑥ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者の統制下に

ある団体でないこと。 

（２）共同事業体による申請 

   共同事業体を結成し申請する場合は、次の点に留意すること。 

  ① 共同事業体の名称を設定し、代表となる団体を選定すること。また、代表団体及び構成団体
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の変更は原則として認めない。 

  ② 共同事業体の構成団体は、他の共同事業体の構成団体となり、又は単独で申請することはで

きない。 

  ③ 共同事業体の名称には、本施設の名称は使用できない。（例：築館体育施設共同事業体） 

 

１１ 募集要項の配布 

  募集要項を次のとおり配布する。 

（１）配布期間 

令和７年８月１日（金）から令和７年９月１日（月）まで 

   ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

（２）配布時間 

午前９時から午後５時まで 

（３）配布場所 

栗原市教育委員会社会教育課スポーツ推進係 

   〒９８９－５１７１ 

   宮城県栗原市金成沢辺町沖２００番地 

   電話  ０２２８－４２－３５１４ 

   Ｆａｘ ０２２８－４２－３５１８ 

   Ｅ-mail shakaikyoiku@kuriharacity.jp 

  ※ 栗原市ホームページ（https://www.kuriharacity.jp/）からもダウンロードできる。 

 

１２ 現地説明会の開催 

   現地説明会を次のとおり開催する。 

（１）開催日時 

令和７年８月８日（金） 午後１時３０分 

（２）開催場所 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

（３）参加人数 

 １団体２名以内とする。 

（４）申込方法 

現地説明会参加申込書（参考様式１）に必要事項を記入の上、８月６日（水）まで担当課へ持

参、ファクシミリ又は電子メールにて申し込むこと。 

 

１３ 質問及び回答 

   募集要項及び仕様書等に関する質問は、次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

   令和７年８月１日（金）から令和７年８月１８日（月）まで 

（２）受付方法 

 質問書（参考様式２）により、担当課へ持参、ファクシミリ又は電子メールにて提出すること。 

（３）回答方法 

 郵送、ファクシミリ又は電子メール 

（４）回答期限 

 令和７年８月２２日（金） 

※ なお、回答は情報の共有を図るため、質問者へ直接回答するほか、担当課において随時閲覧
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に供するとともに栗原市ホームページにおいて公表する。 

 

１４ 申請の手続き 

（１）申請書類 

   指定管理者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。 

   共同事業体による申請の場合は、構成団体分も提出すること。 

① 指定管理者指定申込書（手続規則様式第１号） 

  ② 共同事業体協定書兼委任状（参考様式３ 共同事業体による申請者のみ） 

  ③ 団体概要調書（参考様式４） 

  ④ 事業計画書（参考様式５－１） 

  ⑤ 誓約書（参考様式６） 

  ⑥ 法人登記簿謄本（申請者が法人の場合のみ 写し可） 

  ⑦ 印鑑証明書（法人以外の団体は代表者の印鑑登録証明書 写し可） 

  ⑧ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類するもの（団体の規約等） 

  ⑨  役員名簿（参考様式８－１）、及び役員名簿の提出等に係る同意書（参考様式８－２） 

⑩ 直近の決算報告書又は決算見込みを説明する書類 

  ⑪ 次の税について未納がない証明（直近２年分 写し可） 

   ア 栗原市市税等（栗原市外の団体等の場合は、当該自治体の市町村税とする。） 

   イ 法人税 

   ウ 消費税及び地方消費税 

（２）提出部数 

   原本１部、副本１部（副本はコピー可） 

（３）提出期間及び提出方法 

① 提出期間  令和７年８月１日（金）から９月１日（月）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

  ② 提出時間  午前９時から午後５時まで 

  ③ 提出方法  持参又は郵送 郵送の場合、９月１日までの消印があるものに限り受け付ける。 

  ④ 提出場所  栗原市教育委員会社会教育課スポーツ推進係 

          〒９８９－５１７１ 宮城県栗原市金成沢辺町沖２００番地 

（４）応募に関する留意事項 

  ① 失格事項 

    申請者が提出した申請書類等が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は失格とする。 

   ア 異なる申請書類を複数提出したとき 

   イ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないとき 

   ウ 虚偽の内容が記載されているとき 

   エ その他不正な行為があったとき 

  ② 申請書類の変更の禁止 

    提出期限後の再提出及び差替えは認めない。ただし、受付期間中における再提出及び差替え

は認める。 

  ③ 申請の辞退 

    申請書類を提出後に辞退する場合、辞退届（参考様式７）を提出すること。 

  ④ 申請書類の取扱い 

    申請書類は、情報公開の対象文書となるため、情報公開条例の規定に基づき、開示する場合

がある。 
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  ⑤ 指定管理者からの暴力団排除にかかる意見の聴取 

    市は、指定管理者から暴力団を排除するための連絡協調体制の確立に関する協定書に基づき、 

団体が暴力団又はその構成員等の統制下にないことを確認するため、提出された役員名簿を管 

轄警察署等に提供することがある。 

  ⑥ 応募状況の公表 

    募集期間終了後、応募状況を市ウェブサイトで公表することとし、公表する項目は次のとお

りとする。 

    ア 公の施設の名称及び所在地 

    イ 公募の期間 

    ウ 応募団体数 

    エ 応募団体の名称 

（５）費用負担 

   申請に必要な費用は、申請者の負担とする。 

 

１５ 選定の方法及び基準 

（１）選定方法 

   栗原市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、次に掲げる選定基準に 

照らし総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定する。 

（２）選定の基準 

① 住民の平等な利用を確保することができるものであること 

  ② 事業計画書等の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理

に係る経費の縮減及び市民サービスの向上が図られるものであること 

  ③ 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること 

  ④ その他栗原市長が公の施設の性質又は目的に応じて必要と認める基準 

（３）審査の基準 

   選定基準に基づき審査基準を定め、採点方式を採用し審査する。審査基準については、別紙１

を参照すること。 

（４）選定の審査 

   候補者の選定にあたっては、提出された申請書類に基づき、書類審査及びヒアリング審査を実

施する。なお、ヒアリング審査の日時及び場所については、申請書類提出期限後に別途通知する。 

（５）候補者の決定及び通知 

   市長は、選定委員会の選定結果に基づき、指定管理者の候補者を決定し、申請者に文書で通知

する。 

（６）再度の選定 

   指定管理者に指定されるまでの間に、当該候補者を指定管理者とすることができない事情が生

じたときは、審査において第２順位となった者を候補者として選定することができるものとする。 

 

１６ 指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）指定管理者の指定 

   指定管理者の候補者は、栗原市議会の議決を得て、指定管理者に指定する。 

（２）協定の締結 

   指定管理者の指定を受けた団体は、市と本施設の管理に関する協定を締結する。協定の主な内

容は次のとおりとする。 

  ① 事業計画に関する事項 
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  ② 利用料金等に関する事項 

  ③ 事業報告に関する事項 

 ④ 管理の経費に関する事項 

 ⑤ 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

 ⑥ 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

 ⑦ 管理の業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項 

 ⑧ その他市長が必要と認める事項 

（３）指定後の留意事項 

   指定管理者の候補者が協定の締結に応じない場合、指定管理者の指定の議決後においても指定

しない場合がある。 

 

１７ その他 

  協定書の解釈に疑義が生じた場合、または協定書に定めがない事項が生じた場合、市と指定管理 

者は誠意をもって協議をするものとする。 

 

１８ 問い合わせ先 

  住 所 〒９８９－５１７１ 宮城県栗原市金成沢辺町沖２００番地 

  担当課 栗原市教育委員会社会教育課スポーツ推進係 

  電 話 ０２２８－４２－３５１４ 

  Ｆａｘ ０２２８－４２－３５１８ 

  Ｅ-mail shakaikyoiku@kuriharacity.jp 


